
令和６年度第 2 回東大阪市総合戦略審議会 

次第 

 

 
日時：令和 7年 2月 28日 13:30～ 

会場：本庁舎 5階 危機管理センター 

 

１ 地方創生 2.0について 

  ・国の動向 

  ・東大阪市の地域別人口増減 

  ・ローカル 10,000プロジェクト 

２ 東大阪版子どもファーストの取組みについて 

  ・東大阪版子どもファーストロードマップ 

  ・ひがしおおさか地方創生ラウンドテーブル 

    

配布資料 

・資料-1  説明資料 

・資料-2  地方創生 2.0 の「基本的な考え方」【概要版】 

（新しい地方経済・生活環境創生本部事務局資料令和 6年 12月 24日） 

・資料-3 東大阪市の地域別人口増減 

・資料-4 次世代への投資 

・資料-5 東大阪版子どもファーストロードマップ 
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第2回総合戦略審議会

東大阪市企画財政部企画室企画課
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地方創生2.0について

①安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生
②東京一極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散
③付加価値創出型の新しい地方経済の創生
④デジタル・新技術の徹底活用
⑤「産官学金労言」の連携など、国民的な機運の向上

◆地方創生2.0の基本構想の５本柱

• 我が国の成長力を維持していくためには、都市も地方も、楽しく、安心・安全に暮らせる持続可能な社会を創っていく必要。
• 特に、人口減少が続く地方を守り、若者・女性にも選ばれる地方(＝楽しい地方)、高齢者も含め誰もが安心して住み続けられる地方の構築は
待ったなし。

• 地方創生2.0は、単なる地方の活性化策ではなく、日本の活力を取り戻す経済政策であり、多様性の時代の多様な幸せを実現するための社会政
策であり、我がまちの良さ、楽しさを発見していく営み。

• それぞれの地域の「楽しい」取組が拡がっていくよう、次の10年を見据えた地方創生2.0を今こそ起動し、この国の在り方、文化、教育、社会
を変革する大きな流れをつくり出す。

◆地方創生2.0起動の必要性

資料：令和６年12月24日新しい地方経済・生活環境創生本部

デジタル田園都市国家構想交付金

デジタル実装タイプ
地方創生推進タイプ

地方創生拠点整備タイプ

地方創生推進交付金

地方創生拠点整備交付金

新しい地方経済・生活環境創生交付金

デジタル実装型
第2世代交付金(※)

（新）地域防災緊急整備型… …

◆新しい地方経済・生活環境創生交付金

※地域の多様な主体の参画について
第２世代交付金を活用した事業については、現場の声・ニーズに基づく、
真に効果のある事業の実現を図るため、産官学金労言の議論など地域の
多様な主体の参画を促していく。 2



全体

東部地域に比べ、大阪市に近い西部地域で増加傾向にある
（マンション建設により人口が増加しているものと考えられる）
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全体

東部地域に比べ、大阪市に近い西部地域で増加傾向にある
（マンション建設により人口が増加しているものと考えられる）
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❶地域密着型（地域資源の活用） ❷地域課題への対応（公共的な課題の解決）
❸地域金融機関等による融資（原則、公費による交付額と同額以上） ❹新規性（新規事業） ❺モデル性
の要件について、有識者（総務省）の審査を経て該当すると認められた事業が対象

地域の資源と資金を活用した地域密着型事業の創業・第二創業・新規事業立ち上げを支援するため、令和7年度
に国へ申請する事業を公募

ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金）
・産学金官の連携により、地域の人材・資源・資金を活用した新たなビジネスの立ち上げを支援するもの
・地域の資源と資金を活用した地域密着型の創業・新規事業を支援として次の要件を満たす事業（初期投資費
用：設備 投資、改修費、機械装置費、備品費等）が対象

令和6年11月28日から公募開始（書類提出期間令和7年1月20日~1月22日）、2件の応募があり、一次審査（書
類）・二次審査（プレゼンテーション）の結果、総務省へ申請する事業として１件採択
総務省（令和7年4月10日締切）へ申請予定

対象事業：モノづくりPR施設整備費補助事業（モノづくり支援室）
（東大阪市の工業・商業・文化を繋ぐ拠点「マチＣＯＢＡの駅」の開設：株式会社COBA）

5



子どもファーストの推進イメージ
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①認知・共有

2023年
STEP １

自分ごと化
～主体性をもっ
て考える～

全部局からなる
子どもファース
ト推進本部の立

ち上げ

②展開・共有

2024年 STEP ２

見える化

～施策を整理しながら、関係
部局と共有・連携しできるこ

とから一歩ずつ～

③行動

2025年～ STEP ３

具体化・発信

～子どもファーストの視点で各種
施策を展開し、市民を巻き込み

市内外に向け情報発信～

全世代ウェル
ビーイングへ2024年～ 次世代への投資を加速

★2歳児保育料無償化、在宅でも預けやすくあそびやすく、
小中学生全学年給食費無償化、

修学旅行無償化、塾代助成（所得制限有）★

2024年～ 子どもファーストの推進
★（仮称）子どもの権利に関する条例の制定、市町村こども計画の策定、

こども家庭センターの設置、子どもの意見を聞き施策に反映、
子ども子育てDXの推進、子どもファーストのまち東大阪ブランドの確立、

こども・若者の意見を聞き、こども・若者の居場所づくりを推進★

beyond
子どもファースト



無作為に抽出された2000名のなかから43名が応募

年齢区分

無作為 中高 合計 構成比

12～17 － 11 11 20.4

18～29 8 － 8 14.8

30～39 10 － 10 18.5

40～49 10 － 10 18.5

50～59 8 － 8 14.8

60～ 7 － 7 13.0

男女比

無作為 中高 合計 構成比

男 26 2 28 51.9

女 17 9 26 48.1

地域比

無作為 中高 合計 構成比

東 10 3 13 24.1

中 13 4 17 31.5

西 20 4 24 44.4

参加者

子どもの意見聴取・意見を聞く場の試行として、無作為抽出に加え、公募にて中高生を募集
市内在住・在学の中高生11名が応募（中学生5名、高校生6名）

【R6】子どもファーストの実現と高齢者のウェルビーイング
（生きがいや幸福感）向上の両立をめざしたまちづくり

出席者

出席数 出席率

第1回 43 79.6

第2回 40 74.1

第3回 39 72.2

第4回 40 74.1
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73%

27%

0%

0%

0%

83%

17%

0%

0%

0%

とても良かった

良かった

どちらともいえない

良くなかった

まったく良くなかった

会議に参加した感想

R5割合 R6割合

93%

0%

6%

0%

89%

0%

11%

0%

変わった

変わっていない

どちらともいえない

無回答

参加して意識に変化はあったか

R５割合 R6割合

R6ひがしおおさか地方創生ラウンドテーブル委員アンケート

【参加者の感想など】

 他人事ではなく自分のこととして考えることができた。

 自分の住んでいる地域の事を自分ごととして考える事によって地域の方との一体感や地域への愛着も湧いて来るのだと感じた。

 どれも自分には当てはまらないと思っていたがすべて自分に関係のあることだと認識することができた。

 超高齢化と少子化という二大問題を融合して、相互扶助的観点から解決しようという点が画期的で良いと思いました。

 「子どもが大人になりたいと思えるような社会の実現」これが、出来れば全て解決。こんな大人になりたい人間目指してみます。

子どもファーストの実現と高齢者のウェルビーイング（生きがいや幸福感）向上の両立をめざしたまちづくりについて、提案にまとめる 8



子どもファーストの実現と高齢者のウェルビーイング（生きがいや幸福感）向上の両立をめざしたまちづくりについて、提案にまとめる

提
案

1.
子どもと高齢者や地域の交流の機会を創出し、ひとりひとりが地域の一員としてつながることで、自然に挨拶
がしあえるような地域力の強い東大阪市をつくる

提
案

２. 多くの人々が世代を超えて集える「交流×賑わい」の場所を創出する

提
案

３.
子どもの意見に耳を傾け居心地の良い環境をつくるなど、すべての世代が「子どもファースト」の具体化に向
けて動く

提
案

４.
「高齢者に楽しんでもらう」ではなく「高齢者が自ら楽しむ」ことをあらゆる場で考え、高齢者がいつまでも
主役として活躍できる共生社会を実現する

提
案

５.
子どもから高齢者まで、幅広く地域の人材を育成しながら、社会を中心となって支えている現役世代にも着目
して必要なサポートを行うことで、子どもが大人になりたいと思える社会を実現する

提
案

６. 公園・遊び場・道路の安全性と利便性を高め、誰もが安心して過ごせる環境をつくる

提
案

７. それぞれの主体ごとに情報収集・発信を強化することで東大阪市の魅力をさらに広げる
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若者・子育て世代に選ばれるまち 東大阪

1

2歳児

保育料
無償化

就学前

R8年度から

3

小中学生

R7年度から

4

小中学生

修学旅行

無償化

R9年度から

(所得制限あり)

5

中学生

塾代
助成

R9年度から

在宅でも
預けやすく
遊びやすく

2

子育て世帯

支援をさらに充実

全学年

給食費
無償化

資料-4



若者・子育て世代に選ばれるまち 東大阪

東大阪版
子どもファーストロードマップ

（案）

資料-5



1

東大阪市では、令和５年11月に市長をトップとした全部局長からなる「東大阪市
子どもファースト推進本部」を設置し、未来を担うこどもたちが笑顔になり、子育
て世代が安心してこどもを生み育てられるまちをめざして全職員が子どもファース
トを自分ごと化し、部局横断的に今後の方向性、具体的な取組みを検討しました。
「東大阪版子どもファーストロードマップ」では、令和６年度から令和９年度を

取組期間とする市長の選挙公約を盛り込んだ第２次実施計画の重点事業をベースに
「次世代への投資」関連事業の実施に向けた年次ごとの具体的な取組スケジュール
と「（仮称）子どもの権利に関する条例の制定」をはじめとした新たに集中的に取
り組む子どもファースト施策を中心に記載しています。
本取組を着実に実施することで、第３次総合計画における「若者・子育て世代に

選ばれるまちづくり」はもちろん、「高齢者が活躍するまちづくり」「人が集まり、
活気あふれるまちづくり」につなげ、こども、現役世代、高齢者みんなが主役とな
る全世代ウェルビーイングの実現をめざします。
※取組みの進行管理については他のこども関連施策とあわせて第３次総合計画第２次実施計画で行います。



2

取組内容 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

０～２歳児の保育料無償化
（所得制限なし）

実施手法の検討 実施に向けた準備 ２歳児無償化を実施
2歳児無償化の実施状況等を注
視し、さらなる拡大の可能性を
検討

０～２歳児の在宅子育て家庭
への支援

小学校給食無償化
（中学校は実施済み）

小学5，6年生無償化

市内小中学校の修学旅行無償化 実施手法の検討 実施

塾代助成の実施（所得制限あり） 実施に向けた準備 実施

（仮称）子どもの権利に関する条
例の制定

プロジェクトチームの
立ち上げ

制定・周知

市町村こども計画の策定
プロジェクトチームの

立ち上げ
策定作業

子ども・若者計画の策定
（市町村こども計画を標榜）

市町村こども計画
の一体化を検討

こども家庭センターの設置
必要な機能を
整理し標榜

児童相談所開設に向けよりよい
体制を引き続き検討

子どもの意見を聞き施策に反映
庁内照会により実施状況の把握
地方創生ラウンドテーブルにて

モデル実施

基本的な考え方の整理
モデル実施

こども誰でも通園制度のモデル実施 在宅子育て家庭への支援充実

小学校給食全学年無償化

実施に向けた準備

実施手法の検討

制定作業

標榜に向けた検討

活用を推進



3

０～２歳児の保育料無償化（所得制限なし）
・Ｒ８年度：２歳児無償化を実施
（R７年度：東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担等に関する規則改正、関係団体・対象者への周知徹底）
※２歳児無償化の実施状況を見ながら０～１歳児への無償化を検討

０～２歳児の在宅子育て家庭への支援
・Ｒ８年度から：在宅子育て家庭への支援を強化
（一時預かり事業の受入先及びサービス拡充、こども誰でも通園制度の

本格実施、在宅家庭への訪問事業、各種イベントの充実など「預けや
すく遊びやすい」環境の整備）

※保育士確保対策事業の強化により必要な保育体制の確保。

次世代への投資を加速
01

02



4

小学校の学校給食無償化（中学校は実施済み）
・Ｒ６年度：小学校５、６年生の学校給食無償化。
・Ｒ７年度：小学校１年生から４年生の学校給食無償化。
これにより小中学校の給食費無償化完成。

（国：R6年12月23日、学校給食無償化法案を提出）

市内小中学校の修学旅行無償化
・Ｒ９年度：市立小学校、中学校、義務教育学校の児童生徒保護
者の経済負担を軽減するため、修学旅行費を原則無償化。
（学校教育における修学旅行の位置づけをふまえ、教員の働き方改革と併
せて効果的な実施手法等を検討）

塾代助成の実施（所得制限あり）
・Ｒ９年度：貧困の連鎖を断ち切るべく、学習塾に通う中学生

を対象に塾代助成。（フリースクールの活用について検討）

次世代への投資を加速
03

04

05



5

（仮称）子どもの権利に関する条例の制定
子どもは権利の主体。児童相談所の設置を控える東大阪の子どもファース
トの理念、まちづくりのベースとしてＲ９年度の制定に向け取組推進。

市町村こども計画の策定
Ｒ７年度、少子化対策の要素を含め「子ども・若者計画」を策定し
既存の「子どもの未来応援プラン」と関連付け市町村こども計画を
標榜。(こども・子育て支援事業債の活用が可能)

こども家庭センターの設置
児童福祉と母子保健の一体的な相談支援をめざし、Ｒ８年度、
子ども家庭総合支援拠点（子ども見守り相談センター）と子育
て世代包括支援センター（はぐくーむ）の機能を整理し標榜。
※標榜後、一体的な相談支援機能の確立に取組み、児童相談所設置に向けた最適な体制を検討。

子どもファーストの推進
01

02

03



6

子どもの意見を聞き施策に反映
こども基本法では子どもの意見を聞くことが努力義務。全庁的に子どもの
意見を聞き、施策に反映する仕組みを検討。
※既存のアンケート（紙、DX）やひがしおおさか地方創生ラウンドテーブルを活用し意見の聞き取り手法
や施策に反映する手法を検討

子ども子育てDXの推進
Ｒ７年度より電子版の母子健康手帳（アプリ）を導入し、
利便性の向上を図るとともに、予防接種時の活用、産後ケアのクーポン利用、
ハッピーママギフト・ハローベビーギフトの申請や一時預かり保育の予約など
に活用する。

子どもファーストのまち東大阪ブランドの確立
・市内外に子ども子育て関連情報を効果的に発信
（ウェブサイトのリニューアルと市民自らが発信したくなる仕掛けづくり）

子どもファーストの推進
04

05

06



7

子どもファーストの推進
07 こども・若者の意見を聞き、こども・若者の居場所づくりを推進

・既存の公共施設（公民館、図書館、市民プラザ、男女共同参画センター
など）を活用し、学習の場、世代を超えた交流の場を増やし、こども・
若者にとって居心地が良い空間づくりに取り組む。

・民間企業、高齢者等施設と連携しこどもの居場所の拡大につなげる。
・本庁舎２２階をこどもから大人まで楽しめる空間にリニューアル。
・子ども食堂を通じた子どもの居場所づくり支援の充実
（R5・R6のひがしおおさか地方創生ラウンドテーブルの意見を反映）


